
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公園･緑道愛護通信 
公園みどり推進課 

2019/３   

      NO.48 

いつも公園・緑道の清掃等にご協力いただき、誠にありがとうございます。 

今回の通信では、遊具点検のお願いと、自主管理活動交付金に関する手続き、

清掃作業中の注意点について掲載しています。 

☆お 知 ら せ☆ 

 自主管理協定活動 活動団体（公園）２０３協定 １７２団体 

 活動団体（緑道） ２０協定  ２０団体 

 愛護活動（公園・緑道） １０９活動数  ９５団体・個人 

平成３０年度の自主管理活動交付金のお支払い時期となりました。皆様

方のお手元に届きました書類（活動報告書、交付金請求書、収支報告書）

に必要事項をご記入いただき、４月５日（金）までにご返送いただきます

ようお願いします。 

例年、振込口座の確認に時間がかかっています。口座番号や名義（フリ

ガナ）のお間違えがないよう、くれぐれもご注意ください。 

皆さま方のご協力、よろしくお願いいたします。 

 

貸し出しできる道具の一覧 

・ゴミ袋（ビニル製） ・竹ボウキ、シュロボウキ  ・チリバサミ 

・サラエ（熊手）   ・ジュウノウ（溝清掃用）  ・チリトリ 

・まんのう（草取用） 

基本的には、以上の物を貸し出しできますが、他の道具も貸し出しできる場合があり

ますので、お問い合わせください。 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

☆お願い☆ 

 清掃していただいたごみについては、基本的に

毎週月曜日か火曜日に回収します。 

できるだけ公園内の入口付近に集積して下さ

い。皆さまのご協力をよろしくお願いいたしま

す。 

 お問合せ先 

 豊中市環境部公園みどり推進課 

           維持管理係 
   電話 ０６-６８４３-４０００ 

   Ｆ Ａ Ｘ ０６-６８４５-５８１３ 

E-mail:kouen@city.toyonaka.osaka.jp 

 

市では、専門業者による定期的な遊具点検を実施していますが、自

主管理・愛護団体のみなさんにもご協力をいただき、これからも事故

などのない安全な公園にしていきたいと思います。 

気になるところがありましたら、すぐにご連絡をお願いします。 

 

 

 

日頃から、公園・緑道の清掃をしていただきありがとうございます。 

活動団体様に、ご報告とお願いがございます。 

 園内清掃活動中におきまして、転倒事故が２件ございました。清掃活動

中は集中するあまり何かと周囲の状況が見えなくなりがちで、木の根や木

の枝、デコボコの地面などで思わぬ事故が起きる場合があります。 

 清掃活動をされる時は、周囲の状況を確認していただき、互いに声を掛

け合っていただきながら、安全に作業していただきますよう、よろしくお

願いいたします。 

                        


